
 

大豊町住宅再編整備事業 事業契約の内容について 

 

大豊町は、「大豊町住宅再編整備事業」の事業契約を締結したので、「⺠間資⾦等の

活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11年法律第 117 号）第 15

条第３項の規定に基づき、下記のとおり事業契約の内容を公表する。 

 

 

令和８年６月 26 日 

 

大豊町長 下村 賢彦 

 

記 

 

１．公共施設等の名称及び立地 

津家住宅（仮称） 

高知県長岡郡大豊町津家字宮ノ前 1636番地、1637番地 

 

２．契約事業者の商号又は名称 

高知県高知市本町四丁目 2番 52号 
株式会社ハピネスト大豊 
代表取締役 玉里 裕邦 
 

３．契約期間 

令和８年６月 13 日から令和 25年 3月 31日 

 

４．契約⾦額 ⾦７６７，６９０，０００円 

（うち消費税及び地方消費税相当額 ⾦６９，７９０，０００円） 

 

５．公共施設等の整備等の内容 

（１）町営住宅等整備業務 

事業用地において、新たに 22 戸の町営住宅（津家住宅）を整備する。 

 

（２）入居者移転支援業務 



大豊町が別途実施する大豊町営住宅川口南団地の改修に伴い、入居者による津

家住宅への仮移転及び改修後の川口南団地への本移転を支援する。 

 

（３）町営住宅等整備業務 

津家住宅を公の施設として維持管理期間を通じて適切に管理する 

 

６．事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

本事項に関する事業契約内容は、事業契約書における以下の条項のとおりであ

る。 

第 10 章 不可抗力及び法令変更 
第 62 条（不可抗力による解除） 

１ 本契約の締結後、不可抗力により本事業の各業務の継続が不能となった場合又

は事業の継続に過分の費用を要する場合、町は、PFI 事業者と協議を行ったうえ

で、本契約を解除できるものとする。 

２ 前項により本契約が解除される場合、入居者移転支援業務又は維持管理業務に

ついて、町は、PFI 事業者が既に履行した入居者移転支援業務又は維持管理業務

の債務に相当する対価を支払うものとする。支払うべき対価の支払方法及び仕掛

かり中の当該業務の継続の是非、対応等については、町とPFI 事業者とが協議し

て定める。 

３ 第１項により本契約が解除される場合において、新築住宅等について第 41 条

（新築住宅等完成後の対応）による所有権移転・引渡しが既に完了している場

合、新築住宅等に関する部分については、本契約の解除の影響を受けないものと

し、町は、第 56 条（本事業の対価の支払い）の定めに従い、新築住宅等にかかる

町営住宅等整備業務費を支払うものとする。 

４ 第１項により本契約が解除される場合において、町営住宅等整備業務で第 41条

（新築住宅等完成後の対応）による所有権移転・引渡しが完了していないものに

ついては、町は、PFI 事業者が既に履行した町営住宅等整備業務に相当する対価

（建設中の新築住宅等の出来形に相当する分）から別紙７に定める方法により支

払いを行った費用を除いた額を支払うものとし、その余の対価の支払いは免れる

ものとする。また、この場合、当該出来形の所有権の移転その他契約解除に際し

ての措置については第 70 条（契約解除に際しての措置）の定めによるものとす

る。ただし、PFI 事業者が不可抗力に起因して当該出来形に関して保険⾦を受領

し、又は受領する場合には、町は当該保険⾦額を控除した⾦額をPFI 事業者に支

払えば足りるものとする。 

 



第 65 条（法令変更による協議解除） 

１ 本契約の締結後に行われた法令変更により、本事業の継続が不能となった場合

又は事業の継続に過分の費用を要する場合、町は、PFI 事業者と協議を行ったう

えで、本契約を解除できる。 

２ 第１項により本契約が解除される場合の措置については、第 62 条（不可抗力に

よる解除）第２項から第５項までを準用する。 

 

 

第 11 章 事業期間及び契約の終了 
第 67 条（町による任意解除） 

町は、PFI 事業者に対して、180 日以上前に通知を行うことにより、特段の理由を

有することなく本契約の全部又は一部を解除することができる。 

 

第 68 条（町による契約解除） 

１ 町は、PFI 事業者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、何ら

の催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、町営住宅

等整備業務、入居者移転支援業務又は維持管理業務について当該業務の全部が終

了している場合には、解除の効力は当該業務に関する契約に影響を及ぼさないも

のとする（この場合でも第 71 条（契約解除に伴う損害賠償）は適用される）。 

(1) PFI 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の全部又は一部の履行が不能

となったとき。 

(2) PFI 事業者の責めに帰すべき事由により、別紙６の新築住宅等の整備完了の日

より３か月以内に新築住宅等が完成しないとき又は完成する見込みがないと明ら

かに認められるとき。 

(3) PFI 事業者の責めに帰すべき事由により、新築住宅等の工事が 30日以上中断

されたとき又は事業を放棄したと認められるとき。 

(4) その他、募集要項等に規定する「本事業に参加する者（応募者）の備えるべき

参加資格要件」を満たさなくなったとき。 

２ 町は、PFI 事業者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、PFI

事業者に対し、30 日以上の期間を設けて催告を行ったうえで、本契約の全部又は

一部を解除することができる。ただし、町営住宅等整備業務、入居者移転支援業

務又は維持管理業務について当該業務の全部が終了している場合には、解除の効

力は当該業務に関する契約に影響を及ぼさないものとする（この場合でも第 71 条

（契約解除に伴う損害賠償）は適用される）。 



(1) 別紙６の設計業務又は本件工事に着手すべき期日を過ぎても設計業務又は本件

工事に着手せず、30 日以上の期間を設けて催告を行ってもなお設計業務又は本件

工事に着手せず、かつ当該遅延について町が満足すべき合理的な説明がなされな

いとき。 

(2) 町の承諾なく、事業用地を本事業の遂行以外の目的に使用し収益したとき又は

町営住宅等整備用地の形質を変更したとき。 

(3) 前２号に掲げる事由のほか、本契約又は本契約に基づく合意事項のいずれかに

違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。 

３ 町は、PFI 事業者の構成企業が、本契約に関し、次の各号に掲げるいずれかの

事由に該当した場合、本契約を解除することができる。ただし、町営住宅等整備

業務又は維持管理業務について当該業務の全部が終了している場合には、解除の

効力は当該業務に関する契約に影響を及ぼさないものとする（この場合でも第 71

条（契約解除に伴う損害賠償）は適用される）。 

(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以

下「独占禁止法」という。）第８条の４第１項の規定による必要な措置を命ぜられ

たとき。 

(2) 独占禁止法第７条第１項若しくは同条第２項（同法第８条の２第２項及び同法

第 20 条第２項において準用する場合を含む。）､同法第８条の２第１項若しくは同

条第３項､同法第 17条の２又は同法第 20 条第１項の規定による排除措置命令を

受けたとき。 

(3) 独占禁止法第７条の２第１項（同条第２項及び第８条の３において読み替えて

準用する場合を含む。）の規定による課徴⾦の納付命令を受けたとき。 

(4) 刑法（明治 40 年法律第 45号）第 96条の６若しくは同法第 198 条又は独占禁

止法第 78 条第１項第１号若しくは同条第２項（ただし、同条第１項第１号に係る

ものに限る。）の規定による罪により刑事訴訟法（昭和 23 年法律第 131 号）第

247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき（構成企業の役員又はその使用人が

当該公訴を提起されたときを含む。）。 

(5) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の４第２項第２号に該

当すると認められたとき。 

４ 町は、警察本部からの通知に基づき、PFI 事業者の構成企業が次の各号のいず

れかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。この場合におい

て、解除によりPFI 事業者に損害が生じても、町はその損害の賠償の責めを負わ

ないものとする。 

(1) 暴力団等と認められたとき、又は、法人等(法人又は団体をいう。)が、暴力団

経営支配法人等と認められたとき。 



(2) 高知県暴排条例第 19 条第１項に違反したと認められたとき。 

(3) 高知県暴排条例第 19 条第２項に違反したと認められたとき。 

(4) 高知県暴排条例第 19 条第３項に違反したと認められたとき。 

(5) 大豊町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則に違反したと認めら

れたとき。 

(6) 役員等（役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者を

いい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対

し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配

力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所（常時業務の契約

を締結する事務所をいう。）の代表者をいう。）が、暴力団等と密接な関係を有し

ていると認められたとき。 

(7) 請負契約、業務委託契約又は資材、原材料の購入契約、その他の契約にあた

り、その相手方が前６号に該当することを知りながら、当該者と契約を締結した

と認められるとき。 

(8) 第１号から第６号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の

購入契約、その他の契約の相手方としていた場合（前号に該当する場合を除く。）

に、町がPFI 事業者に対して当該契約の解除を求め、PFI 事業者がこれに従わな

かったとき。 

５ 本条による解除がなされた場合において、既に町に提出されていた新築住宅等

の設計図書及び完工図書その他本契約に関して町の要求に基づき作成された一切

の書類について、町は、町の裁量により無償にて利用する権利権限を有し、これ

につき PFI 事業者は、一切の異議を申し立てないものとする。設計図書の内容

が、PFI 事業者が特許権を保有する工法を採用しないと実現できない場合にあっ

ては、当該企業は、町が設計図書の内容を実現する限りにおいて当該特許権を無

償で使用することができるようにしなければならない。 

６ 町は、PFI 事業者に本条の解除原因が認められる場合又はそのおそれが生じた

場合、本事業の目的が実質的に達成できるように、PFI 事業者及び本条の解除原

因が生じていない PFI 事業者の構成企業と、本事業の継続について協議を行う等

の合理的な措置を講じることができる。 

７ 本条により町が町営住宅等整備業務にかかる部分に関する契約を解除した場

合、第１項から第３項において解除の効力の影響が及ばないとされるものを除

き、町は遡及的に町営住宅整備等に係る対価支払い義務を免れる。ただし、履行

済みの入居者移転支援業務費等についてはこの限りではない。 

８ 本条により町営住宅等整備業務にかかる部分に関する契約が解除された場合、

第１項から第３項において解除の効力の影響が及ばないとされるものを除き、PFI



事業者はその費用と責任において、原則として、速やかに町営住宅等整備業務に

関連する事業用地を契約締結時の原状に回復して町に返還しなければならず、ま

た、併せて PFI 事業者は町に対して解除の対象となった業務について既に町から

受領した対価がある場合には、これに受領時からの利息（年利５％の割合により

計算（１年を 365 日として日割り計算））を付して直ちに町に返還するものとす

る。 

９ 前項にかかわらず、町は解除後、工事中の新築住宅等の出来形の譲り受けを求

めることができる。 

10 前項により町が譲り受けを求めた場合には、PFI 事業者は、当該出来形を現状

のまま、町に引き渡すものとする。 

11 前項の場合には、町は、その出来形に相当する⾦額から別紙７に定める方法に

より支払いを行った費用を除いた額を PFI 事業者に対して支払うものとし、この

支払額が完了した時点で当該出来形の所有権は町に移転するものとする。当該支

払方法については、PFI 事業者と協議のうえ、町が決定するものとするが、別紙

７に準じて解除時以降、代⾦支払までの間の物価変動による調整を行うものとす

る。 

12 前項の場合において、PFI 事業者は、町に対し、別紙 12 に記載する当該出来形

の完工図書を提出しなければならない。また、町は、必要があると認められると

きは、その理由を PFI 事業者に通知して、出来形を最小限破壊して確認すること

ができるものとする。 

13 PFI 事業者は、本条により本契約が解除された場合、事業用地に PFI 事業者が

所有又は管理する工事材料、建設機械器具その他の物件（第 19条（再委託等）の

規定に基づく第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。）がある

ときは、当該物件の処置について町の指示に従わなければならない。 

14 前項の場合において、PFI 事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件

の処置につき町の指示に従わないときは、町は、PFI 事業者に代わって当該物件

を処分し、事業用地を原状回復し又は片付けその他適当な処置を行うことができ

る。この場合においては、PFI 事業者は、町の処置について異議を申し立てるこ

とができず、また、町の処置に要した費用を負担しなければならない。 

15 町は、PFI 事業者が本事業につき請負又は受託する第三者が、第３条（事業遂

行の指針）第 14 項に違反し、本事業の募集要項３．に規定する「本事業に参加す

る者（応募者）の備えるべき参加資格要件」の（２）、（３）のいずれかの事由に

該当しないことが判明した場合、PFI 事業者に対し、期限を定めて、当該第三者

との間の契約を解除させる等、当該第三者が本事業に直接又は間接に関与しない

ようにする措置をとるよう指示することができる。PFI 事業者が定められた期限



までに指示に従わない場合、町は、本契約を解除することができるものとする。

ただし、町営住宅等整備業務について当該業務の全部が終了している場合には、

解除の効力は当該業務に関する契約に影響を及ぼさないものとする（この場合で

も第 71条（契約解除に伴う損害賠償）は適用される）。 

 

第 69 条（PFI 事業者による契約解除） 

PFI 事業者は、町が町の責めに帰すべき事由により本契約に基づく町の債務を履行

しない場合で、かつ、町が PFI 事業者による通知の後 30日以内に当該債務不履行

を是正しない場合、PFI 事業者は、本契約の全部又は一部を解除することができ

る。 

 

第 70 条（契約解除に際しての措置） 

１ 第 67 条（町による任意解除）又は第 69条（PFI 事業者による契約解除）の規

定により、本契約が解除される場合、町は、PFI 事業者がすでに履行した業務の

債務に相当する対価（出来形に相当する分を含む）を支払うものとするが、その

余の対価の支払は免れるものとする。この場合において，町が PFI 事業者に第 71

条（契約解除に伴う損害賠償）第１項による損害賠償請求を行うことを妨げな

い。 

２ PFI 事業者は、町が前項の対価を支払った場合には、建設中の新築住宅等の所

有権を町に移転するものとする。 

３ PFI 事業者は、第１項の対価全額の支払を受けた場合には、町へ別紙 12 に記載

する竣工図書に準じて当該出来形に関する竣工図書を提出しなければならない。

この場合において、PFI 事業者は、町が必要と認める場合には、自己の費用にお

いて出来形について必要最小限の破壊検査を行うものとする。 

４ PFI 事業者は、第 67 条（町による任意解除）又は第 69 条（PFI 事業者による

契約解除）の規定により、本契約が解除された場合には、事業用地に PFI 事業者

が所有又は管理する工事材料、建設機械器具その他の物件（第三者の所有又は管

理するこれらの物件を含む。）を速やかに撤去するものとする。 

 

第 71 条（契約解除に伴う損害賠償） 

１ PFI 事業者は、第 68 条（町による契約解除）の規定に基づき本契約が解除され

た場合、町営住宅等整備業務費の 10％、維持管理期間においては維持管理業務に

係る対価（年額）の 10％に相当する違約⾦を支払うものとする。ただし、町が被

った損害の額が当該違約⾦を超過する場合は、町は、超過額について別途 PFI 事

業者に損害賠償請求を行うことができる。 



２ 第 68 条（町による契約解除）による契約の解除の場合において、工事中の新築

住宅等の出来形評価額が出来形相当額を下回っている場合には、当該差額は町の

損害の一部を構成し、前項に規定する損害賠償請求の対象になるものとする。 

３ 第 67 条（町による任意解除）又は第 69条（PFI 事業者による契約解除）によ

る契約の解除の場合は、町は PFI 事業者が被った損害について、合理的な範囲で

負担する。 

 

７．契約終了時の措置に関する事項 

本事項に関する事業契約内容は、事業契約書における以下の条項のとおりであ

る。 

Ａ 事業期間  
第 11 章 事業期間及び契約の終了 
第 66 条（事業期間） 

本契約の事業期間は、本契約として効力を生じたときから、町営住宅等整備業務、

入居者移転支援業務及び維持管理業務が終了する令和 25年 3月 31 日までとする。   
Ｂ 町営住宅等整備業務の完了に伴う措置  
第５章 新築住宅等の建設 
第 24 条（町による完工確認） 

１ 町は、PFI 事業者から前条第４項又は第５項に定める報告を受けた場合、14日

以内に別紙 11に記載する事項それぞれに関する完工確認（以下、「完工確認」と

いう。）を実施するものとする。 

２ 完工確認の結果、本件工事の状況が町の確認を受けた設計図書、本契約、募集

要項等又は提案書の内容を逸脱していることが判明した場合、町は、判明した事

項の具体的内容を明らかにし、PFI 事業者に対し期間を定めてその是正を求める

ことができ、PFI 事業者は自らの費用をもってこれに従わなければならない。PFI

事業者は、当該是正の完了後速やかに、町に是正の完了を報告しなければならな

い。 

３ 前項の是正要求に対し、PFI 事業者は意見陳述を行うことができる。 

４ 町は、PFI 事業者が第２項の是正の完了を報告した日から 14 日以内に、再度、

完工確認（以下「再完工確認」という。）を実施するものとする。当該再完工確認

の結果、本件工事の状況がなおも町の確認を受けた設計図書、本契約、募集要項

等又は提案書の内容を逸脱していることが判明した場合の取扱いは、第２項及び

前項の定めるところに準じるものとする。 



５ 設備・器具等の試運転等は、町による新築住宅等の完工確認前に PFI 事業者が

実施し、その報告書を町に提出するものとする。 

６ PFI 事業者は、設備・器具等の取扱いに関する町への説明を試運転とは別に実

施する。 

 

第 25 条（町による完工確認書等の交付） 

１ 町が前条第１項に定める完工確認又は前条第４項に定める再完工確認を実施

し、前条第２項の規定に基づく是正を求めない場合、町は、完了確認から 14 日以

内に PFI 事業者に対して完了確認書の交付を行い、若しくは完工確認後に PFI 事

業者が別紙 12に記載する完工図書を町に対して提出した場合、町は、完工図書受

領後 14日以内に PFI 事業者に対して完工確認書を交付する。 

２ 町は、前項の完了確認書又は完工確認書の交付を行ったことを理由として、本

件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。 

 

第７章 新築住宅等の所有権移転・引渡し等 
第 41 条（新築住宅等完成後の対応） 

PFI 事業者は、別紙６の新築住宅等の所有権移転・引渡し日までに、町から完工確

認書の交付を受けたうえ、町に対し、新築住宅等の所有権を移転し、引渡すものと

する。 

 

 

Ｃ 入居者移転支援業務の完了に伴う措置 
 

第６章 入居者移転支援業務 
第 34 条（PFI 事業者による入居者移転支援業務の遂行） 

１ PFI 事業者は、要求水準書に定める業務報告を行う。 

２ PFI 事業者は、仮移転支援業務期間内に仮移転が終了しない可能性がある移転

者がいる場合には、その事由を調査し、町に報告する。 

３ PFI 事業者は、入居者移転支援業務に関し、業務水準又は入居者移転支援業務

計画書の内容を充足していない状況又は逸脱している状況が生じ、かつ、これを

PFI 事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに町

に対して報告・説明しなければならない。 

４ PFI 事業者の業務の状況が業務水準又は入居者移転支援業務計画書の内容を客

観的に逸脱しているとの合理的な疑いが存する場合、町はPFI 事業者に対して、

当該疑いのある点についての必要かつ合理的な説明及び報告を求めることができ

る。 



５ 前項の説明及び報告を受けても前項の疑いが解消しない場合、町はPFI 事業者

に対して、当該疑いのある点についての調査を行うよう求めることができる。 

６ PFI 事業者による入居者移転支援業務の遂行が業務水準又は入居者移転支援業

務計画書の内容を充足せず又は逸脱していると町が判断した場合には、町は当該

業務について改善要求措置を行うものとし、PFI 事業者はこの要求に従わなけれ

ばならない。 

７ 前項の措置が完了するまでは、町は入居者移転支援業務費の支払いを留保す

る。 

８ 入居者移転支援業務は、本移転が終了し（第 38 条（本移転期間の変更）第２項

の規定により本移転支援業務の履行を免れた部分を除く。）、かつ、別紙６の本移

転終了期限（第 38 条（本移転期間の変更）第１項の規定により本移転期間が延長

された場合には、延長後の期限）が完了した時をもって、完了したものとする。   
Ｄ 維持管理業務の完了に伴う措置 
 

第８章 維持管理業務 
第 53 条（維持管理業務の終了時等の対応） 

１ PFI 事業者は、維持管理期間が終了したときは、その事由の如何にかかわら

ず、自己の費用負担において、町へ第 51 条（報告等）に規定する本施設の設備点

検記録等、設備保守点検に必要なマニュアル、申送事項、その他必要な資料を提

供するものとする。また、維持管理業務の引継ぎに必要な説明その他の協力を行

うものとする。 

 

 

以上 

 


